
３ 広報まえばし

□
市
役
所
で
受
け
付
け

二
月
十
七
日
�
か
ら
三
月
十
七
日

�
ま
で
（
土
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

の
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

に
市
役
所
２
階
市
民
税
課
へ
。
郵
送

で
も
受
け
付
け
ま
す
。

�
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
も

次
の
日
程
で
市
役
所
以
外
で
も
、

申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

日
時
＝
�
３
月
４
日
�
�
５
日
�
�

６
日
�
、
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30

分
　
会
場
＝
�
は
第
二
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
�
は
第
三
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
�
は
第
五
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー

□
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

一
月
一
日
現
在
、
市
内
に
住
所
が

あ
り
、
次
に
該
当
す
る
人
は
市
県
民

税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
営
業
・
農
業
・
そ
の
他
の
事
業
・

不
動
産
・
配
当
な
ど
の
所
得
が
あ
っ

た
�
給
与
所
得
者
で
給
与
の
ほ
か
に

農
業
・
不
動
産
・
配
当
・
雑
な
ど
の

所
得
が
あ
っ
た
�
年
金
・
恩
給
の
み

を
受
け
て
い
た
人
で
各
種
控
除
（
社

会
保
険
料
・
扶
養
な
ど
）
が
あ
る
�

病
気
、
失
業
、
学
生
な
ど
で
所
得
が

な
く
、
誰
の
扶
養
に
も
な
っ
て
い
な

い
�
パ
ー
ト
な
ど
の
収
入
が
あ
っ
た

�
非
課
税
の
所
得
（
遺
族
年
金
・
障

害
基
礎
年
金
な
ど
）
が
あ
っ
た
。

□
申
告
用
紙
と
そ
の
記
入

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
に
は
申

告
用
紙
を
二
月
七
日
�
に
郵
送
。
用

紙
が
届
か
な
く
て
も
、
前
記
の
条
件

に
当
て
は
ま
る
人
は
、
市
民
税
課
、

支
所
・
出
張
所
へ
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。
申
告
書
は
「
市
県
民
税
の
申
告

書
の
手
引
」
を
参
考
に
、
自
分
で
記

入
し
ま
し
ょ
う
。

□
市
県
民
税
の
申
告
が
不
要
な
人

�
税
務
署
へ
所
得
税
の
確
定
申
告

を
し
た
�
給
与
所
得
だ
け
で
勤
務
先

か
ら
「
給
与
支
払
報
告
書
」
が
提
出

さ
れ
て
い
る
。

申告書は自分で記入しましょう

�
昨
年
の
市
県
民
税
申
告
の
様
子

市
県
民
税
の
申
告

問
い
合
わ
せ
は
市
民
税
課
�

８
９
０
―
６
２
０
３
へ
。

農
業
所
得
も
収
支
計
算
で
所

得
の
計
算
を
す
る
こ
と
が
原
則

で
す
。
給
与
所
得
を
主
と
し
て

い
る
人
も
、
農
業
所
得
と
給
与

所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得

（
不
動
産
・
利
子
・
配
当
な
ど
）

の
合
計
額
が
二
十
万
円
を
超
え

る
と
き
は
確
定
申
告
を
、
二
十

万
円
以
下
の
場
合
は
、
市
県
民

税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
家
事
消
費
（
自
家

用
・
贈
答
用
な
ど
）
も
申
告
が

必
要
で
す
。

農
業
所
得
も

申
告
が
必
要


